
 

反社会的勢力排除に伴う「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正について 

                       日証協 平成 22 年 10 月 19 日      

 

本協会では、本年 10月 19 日の自主規制会議において、「有価証券の引受け等に関する規

則」等の一部改正を行った。 

 

去る５月 18 日付けで本協会自主規制規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」が

制定（７月１日施行）され、新規に口座を開設しようとする顧客に対する反社会的勢力に

該当するか否かの審査が義務付けられるなど、有価証券の売買等における反社会的勢力と

の関係遮断について規則化されたところである。 

今般、こうした動きを受け、証券会社が引受けを行う場合など有価証券の発行段階等にお

ける反社会的勢力排除の規定についても整備を図るため、「有価証券の引受け等に関する

規則」等の一部について、改正を行った。 

 

 「グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄に関する規則」及び「グリーンシート銘柄

及びフェニックス銘柄の発行会社等における会社情報等の本協会への報告に関する細則」

の改正は、平成22年11月１日から施行する。 

「有価証券の引受け等に関する規則」、「『有価証券の引受け等に関する規則』に関す

る細則」及び「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の改正は、平成23年１月１日か

ら施行する。 

 

規則の改正に係る趣旨骨子及び新旧対照表は、以下のとおりである。 
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反社会的勢力排除に伴う「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改

正について 

 

平成 22 年 10 月 19 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

Ⅰ．改正等の趣旨 

去る５月18日付けで本協会自主規制規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」

が制定（７月１日施行）され、新規に口座を開設しようとする顧客に対する反社会的勢

力に該当するか否かの審査が義務付けられるなど、有価証券の売買等における反社会的

勢力との関係遮断について規則化されたところである。 

今般、こうした動きを受け、証券会社が引受けを行う場合など有価証券の発行段階等

における反社会的勢力排除の規定についても整備を図るため、「有価証券の引受け等に

関する規則」等の一部について、以下のとおり改正を行うこととする。 

 

Ⅱ．改正等の骨子 

１．「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正について 

(1) 「反社会的勢力」の定義を追加する。 

（第２条第 24 号） 

(2) 反社会的勢力を排除するための内容を含んだ引受契約を締結する旨規定する。 

（第８条の２） 

(3) 有価証券の引受時に反社会的勢力との関係等の有無を確認する旨規定する。 

（第８条の３） 

(4) その他所要の整備を図る。 

 

２．「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する細則」の一部改正について 

（1） 社債券の引受審査項目の一つに、「適格性」として、発行者等が反社会的勢力であ

るか否か又は反社会的勢力との関係があるか否か確認する旨、引受審査項目として

追加する。 

（第 11 条第１号） 

（2） その他所要の整備を図る。 

 

３．「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の一部改正について 

(1) 「反社会的勢力」の定義を追加する。 

（第２条第８号） 

(2) 反社会的勢力を排除するための内容を含んだ買受契約を締結する旨規定する。 
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（第７条の２） 

(3) 第三者割当増資等の買受時など反社会的勢力との関係の有無等を確認する旨規定

する。 

（第７条の３） 

(4) その他所要の整備を図る。 

 

４．「グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄に関する規則」の一部改正について 

(1) 「反社会的勢力」の定義を追加する。 

（第２条第 10 号） 

(2) グリーンシート銘柄等の指定条件等に反社会的勢力との関係を有していないこと

等を追加する。 

（第６条第１項第４号） 

(3) グリーンシート銘柄等の発行会社が反社会的勢力の関係を有している事実が判明

した場合において指定取消しとなる旨規定する。 

（第 36 条第５項第 13 号） 

(4) その他所要の整備を図る。 

 

５．「グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄の発行会社等における会社情報等の本協

会への報告に関する細則」の一部改正について 

(1) 決算短信等において、発行会社の反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内

容を開示する旨規定する。 

（別表Ⅰ．４．（４）） 

(2) その他所要の整備を図る。 

 

 

Ⅲ．施行の時期 

１．上記Ⅱ．１から３について 

 この改正は、平成 23 年１月１日から施行する。 

 

２．上記Ⅱ．４及び５について 

 この改正は、平成 22 年 11 月１日から施行する。 

 

 

以  上 
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「有価証券の引受け等に関する規則」の一部改正について 

平成 22 年 10 月 19 日 

（下線部分変更） 

新 旧 

（定 義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲

げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 １ 

～    （ 現行どおり ） 

23 

24 反社会的勢力 

定款の施行に関する規則第 15 条に規

定する反社会的勢力をいう。 

 

第 ３ 節  反社会的勢力の排除 

 

（反社会的勢力排除のための契約内容） 

第 ８ 条の２ 引受会員は、発行者又は売出

人（以下「発行者等」という。）との間に

おいて締結する元引受契約において、次の

各号に掲げる事項を定めなければならな

い。 

１ 発行者等が反社会的勢力でない旨を

確約すること。 

２ 前号の確約が虚偽であると認められ

たときは、引受会員の申出により当該元

引受契約が解除されること。 

３ 発行者等が反社会的勢力に該当する

と認められたときは、引受会員の申出に

より当該元引受契約が解除されること。

 

（反社会的勢力の排除） 

第 ８ 条の３ 引受会員は、引受審査におい

て、発行者等が反社会的勢力であるか否か

又は反社会的勢力と関係があるか否か確

認しなければならない。 

（定 義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲

げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 １ 

～    （ 省   略 ） 

23 

     （ 新   設 ） 

 

 

 

     （ 新   設 ） 

 

 

（ 新   設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新   設 ） 
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新 旧 

２ 引受会員は、発行者等が反社会的勢力に

該当すると認められたとき又は反社会的

勢力と関係があることが判明したときは、

元引受契約を締結してはならない。 

３ 引受会員は、元引受契約を締結した後に

発行者等が反社会的勢力に該当すると認

められたときは、当該元引受契約に基づく

引受けを行ってはならない。 

 

第 ４ 節  （ 現行どおり ） 

 

第 ５ 節  （ 現行どおり ） 

 

第 ６ 節  （ 現行どおり ） 

 

（社債券の引受審査項目） 

第 18 条 引受会員は、社債券の募集又は売

出しに際して引受けを行う場合には、少な

くとも次の各号に掲げる引受審査項目に

ついて厳正な審査を行わなければならな

い。 

１ 適格性 

２   （ 現行どおり ） 

３   （ 現行どおり ） 

４   （ 現行どおり ） 

５   （ 現行どおり ） 

 

２    （ 現行どおり ） 

３    （ 現行どおり ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ３ 節  （ 省   略 ） 

 

第 ４ 節  （ 省   略 ） 

 

第 ５ 節  （ 省   略 ） 

 

（社債券の引受審査項目） 

第 18 条 引受会員は、社債券の募集又は売

出しに際して引受けを行う場合には、少な

くとも次の各号に掲げる引受審査項目に

ついて厳正な審査を行わなければならな

い。 

    （ 新   設 ） 

１   （ 省   略 ） 

２   （ 省   略 ） 

３   （ 省   略 ） 

４   （ 省   略 ） 

 

２    （ 省   略 ） 

３    （ 省   略 ） 

 

付   則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行す

る。 
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「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する細則」の一部改正について 

平成 22 年 10 月 19 日 

（下線部分変更） 

新 旧 

（新規公開における引受審査項目の細目） 

第 ９ 条 規則第16条第２項に規定する株

券、優先出資証券及び外国株信託受益証券

の新規公開において行う募集又は売出し

に際して引受けを行う場合における引受

審査項目の細目は、それぞれ各号に掲げる

とおりとする。 

１ 公開適格性 

イ・ロ （ 現行どおり ） 

ハ 反社会的勢力への該当性、反社会的

勢力との関係の有無及び反社会的勢

力との関係排除への仕組みとその運

用状況 

ニ   （ 現行どおり ） 

２ 

～     （ 現行どおり ） 

８ 

２ 規則第16条第２項に規定する不動産投

資信託証券（投資法人が発行するものに限

る。以下この条及び次条において同じ。）

の新規公開に際して引受けを行う場合に

おける引受審査項目の細目は、それぞれ各

号に掲げるとおりとする。 

１ 公開適格性 

イ・ロ （ 現行どおり ） 

ハ 反社会的勢力への該当性、反社会的

勢力との関係の有無及び反社会的勢

力との関係排除への仕組みとその運

用状況 

ニ   （ 現行どおり ） 

 

（上場発行者による公募増資等における引

受審査項目の細目） 

（新規公開における引受審査項目の細目） 

第 ９ 条 規則第16条第２項に規定する株

券、優先出資証券及び外国株信託受益証券

の新規公開において行う募集又は売出し

に際して引受けを行う場合における引受

審査項目の細目は、それぞれ各号に掲げる

とおりとする。 

１ 公開適格性 

イ・ロ （ 省   略 ） 

ハ 反社会的勢力との関係の有無及び

排除への仕組み 

 

 

ニ    （ 省   略 ） 

２ 

～     （ 省   略 ） 

８ 

２ 規則第16条第２項に規定する不動産投

資信託証券（投資法人が発行するものに限

る。以下この条及び次条において同じ。）

の新規公開に際して引受けを行う場合に

おける引受審査項目の細目は、それぞれ各

号に掲げるとおりとする。 

１ 公開適格性 

イ・ロ  （ 省   略 ） 

ハ 反社会的勢力との関係の有無及び

排除への仕組み 

 

 

ニ   （ 省   略 ） 

 

（上場発行者による公募増資等における引

受審査項目の細目） 
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新 旧 

第 10 条 規則第 17 条第２項に規定する上

場発行者が発行する株券、新株予約権証

券、優先出資証券及び外国株信託受益証券

の募集又は売出しに際して引受けを行う

場合における引受審査項目の細目は、それ

ぞれ各号に掲げるとおりとする。 

１ 適 格 性 

反社会的勢力への該当性及び反社会

的勢力との関係の有無 

２ 

～    （ 現行どおり ） 

６ 

２ 規則第17条第２項に規定する上場発行

者が発行する不動産投資信託証券の募集

又は売出しに際して引受けを行う場合に

おける引受審査項目の細目は、それぞれ各

号に掲げるとおりとする。 

１ 適 格 性 

 反社会的勢力への該当性及び反社会

的勢力との関係の有無 

２ 

～    （ 現行どおり ） 

５ 

 

（社債券の引受審査項目の細目） 

第 11 条 規則第 18 条第３項に規定する社

債券の募集又は売出しに際して引受けを

行う場合における引受審査項目の細目は、

次の各号に掲げるとおりとする。 

１ 適格性 

反社会的勢力への該当性及び反社会

的勢力との関係の有無 

２   （ 現行どおり ） 

３   （ 現行どおり ） 

４   （ 現行どおり ） 

 

第 10 条 規則第 17 条第２項に規定する上

場発行者が発行する株券、新株予約権証

券、優先出資証券及び外国株信託受益証券

の募集又は売出しに際して引受けを行う

場合における引受審査項目の細目は、それ

ぞれ各号に掲げるとおりとする。 

１ 適 格 性 

 反社会的勢力との関係の有無 

 

２ 

～    （ 省   略 ） 

６ 

２ 規則第17条第２項に規定する上場発行

者が発行する不動産投資信託証券の募集

又は売出しに際して引受けを行う場合に

おける引受審査項目の細目は、それぞれ各

号に掲げるとおりとする。 

１ 適 格 性 

 反社会的勢力との関係の有無 

 

２ 

～    （ 省   略 ） 

５ 

 

（社債券の引受審査項目の細目） 

第 11 条 規則第18条第３項に規定する社

債券の募集又は売出しに際して引受けを

行う場合における引受審査項目の細目は、

次の各号に掲げるとおりとする。 

（ 新   設 ） 

 

 

１   （ 省   略 ） 

２   （ 省   略 ） 

３   （ 省   略 ） 
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新 旧 

付   則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行す

る。 
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「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の一部改正について 

平成 22 年 10 月 19 日 

（下線部分変更） 

新 旧 

（定 義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲

げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

１ 第三者割当増資等 

第三者割当（企業内容等の開示に関す

る内閣府令第 19 条第２項第１号ヲに規

定する方法をいう。以下同じ。）により

行う株券、新株予約権証券及び新株予約

権付社債券（以下「株券等」という。）

に係る募集又は売出しをいう。 

２ 

～    （ 現行どおり ） 

７ 

８ 反社会的勢力 

定款の施行に関する規則第 15 条に規

定する反社会的勢力をいう。 

 

（買受け時の確認事項） 

第 ３ 条 会員は、上場発行者による第三者

割当増資等に係る株券等（当該第三者割当

増資等に当たって株主総会の特別決議を

行っていないものに限る。第７条の２、第

７条の３、第10条から第12条まで、第14

条、第15条及び第17条第１項から第３項ま

でを除き、以下同じ。）の買受けを行うに

当たっては、少なくとも次の各号に掲げる

事項について確認し、総合的な判断及び責

任のもとに当該買受けを行わなければな

らない。 

１ 

～    （ 現行どおり ） 

６ 

（定 義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲

げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

１ 第三者割当増資等 

上場発行者が第三者割当（企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項

第１号ヲに規定する方法をいう。以下同

じ。）により行う株券、新株予約権証券

及び新株予約権付社債券（以下「株券等」

という。）に係る募集又は売出しをいう。

２ 

～    （ 省   略 ） 

７ 

（ 新   設 ） 

 

 

 

（買受け時の確認事項） 

第 ３ 条 会員は、第三者割当増資等に係る

株券等（当該第三者割当増資等に当たって

株主総会の特別決議を行っていないもの

に限る。第10条から第12条まで、第14条、

第15条及び第17条第１項を除き、以下同

じ。）の買受けを行うに当たっては、少な

くとも次の各号に掲げる事項について確

認し、総合的な判断及び責任のもとに当該

買受けを行わなければならない。 

 

 

１ 

～    （ 省   略 ） 

６ 
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新 旧 

 

（上場発行者に対する説明） 

第 ４ 条 会員は、上場発行者による第三者

割当増資等に係る株券等の買受けと同時

に当該株券等を原資産とする有価証券を

組成（これに類する行為を含む。以下この

条において同じ。）する場合には、当該有

価証券を組成する旨を当該上場発行者に

対して説明しなければならない。 

２    （ 現行どおり ） 

 

（上場発行者に対する要請） 

第 ５ 条 会員は、上場発行者による第三者

割当増資等に係る株券の買受けを行うに

当たっては、当該上場発行者に対し、本協

会が別に定める「第三者割当増資の取扱い

に関する指針」に基づき払込金額を決定す

るよう要請しなければならない。 

２ 会員は、上場発行者による第三者割当増

資等に係る株券等の買受けを行うに当た

っては、上場発行者に対して、次の各号に

掲げる事項について、適切な開示を行うよ

う要請するものとする。 

１ 

～    （ 現行どおり ） 

７ 

 

（買受けの条件） 

第 ６ 条 会員は、上場発行者による第三者

割当増資等に係る株券等の買受けを行う

に当たって、直前に行われた当該上場発行

者による第三者割当増資等に係る株券等

（当該買受けが行われた日から５年以内

に行われたものに限る。）の割当先の当該

株券等に係るその後の投資行動を確認す

ることとし、当該直前に行われた当該上場

 

（上場発行者に対する説明） 

第 ４ 条 会員は、第三者割当増資等に係る

株券等の買受けと同時に当該株券等を原

資産とする有価証券を組成（これに類する

行為を含む。以下この条において同じ。）

する場合には、当該有価証券を組成する旨

を当該上場発行者に対して説明しなけれ

ばならない。 

２    （ 省   略 ） 

 

（上場発行者に対する要請） 

第 ５ 条 会員は、第三者割当増資等に係る

株券の買受けを行うに当たっては、上場発

行者に対し、本協会が別に定める「第三者

割当増資の取扱いに関する指針」に基づき

払込金額を決定するよう要請しなければ

ならない。 

２ 会員は、第三者割当増資等に係る株券等

の買受けを行うに当たっては、上場発行者

に対して、次の各号に掲げる事項につい

て、適切な開示を行うよう要請するものと

する。 

１ 

～    （ 省   略 ） 

７ 

 

（買受けの条件） 

第 ６ 条 会員は、第三者割当増資等に係る

株券等の買受けを行うに当たって、直前に

行われた第三者割当増資等に係る株券等

（当該買受けが行われた日から５年以内

に行われたものに限る。）の割当先の当該

株券等に係るその後の投資行動を確認す

ることとし、当該直前に行われた第三者割

当増資等に際しての保有方針に関する開
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発行者による第三者割当増資等に際して

の保有方針に関する開示内容とその後の

割当先の投資行動が異なっていることが

判明した場合には、当該内容が公表された

後でなければ当該買受けを行ってはなら

ないものとする。 

 

（買受けの中止時等の取扱い） 

第 ７ 条 会員は、上場発行者の役員（金商

法第21条第１項第１号に規定する役員を

いう。以下この条において同じ。）が、未

公表である株券等の募集を行うことを知

りながら当該上場発行者が発行した株券

等の取引（金商法第166条第６項各号に該

当する場合を除く。以下この条において同

じ。）を行ったことを確認した場合には、

当該上場発行者による第三者割当増資等

に係る株券等の買受けを行ってはならな

いものとする。 

２ 会員は、上場発行者による第三者割当増

資等に係る株券等の買受けを行うに当た

り、株券等の募集の準備期間中において、

当該上場発行者の役員により、当該上場発

行者が発行した株券等の取引が行われた

ことを知った場合には、その都度、当該上

場発行者から、当該役員が未公表である当

該株券等の募集を行うことを知りながら

行った取引ではない旨、書面により確認す

るものとする。 

３ 会員は、上場発行者による第三者割当増

資等に係る株券等の買受けを行うに当た

り、当該上場発行者が指名を予定していた

買受人の交代が行われたことを知ったと

きは、当該上場発行者に対して、当該第三

者割当増資等に係る上場発行者の業務執

行を決定する機関が当該第三者割当増資

示内容とその後の割当先の投資行動が異

なっていることが判明した場合には、当該

内容が公表された後でなければ当該買受

けを行ってはならないものとする。 

 

 

 

（買受けの中止時等の取扱い） 

第 ７ 条 会員は、上場発行者の役員（金商

法第21条第１項第１号に規定する役員を

いう。以下この条において同じ。）が、未

公表である株券等の募集を行うことを知

りながら当該上場発行者が発行した株券

等の取引（金商法第166条第６項各号に該

当する場合を除く。以下この条において同

じ。）を行ったことを確認した場合には、

第三者割当増資等に係る株券等の買受け

を行ってはならないものとする。 

 

２ 会員は、上場発行者による第三者割当増

資等に係る株券等の買受けを行うに当た

り、株券等の募集の準備期間中において、

上場発行者の役員により、当該上場発行者

が発行した株券等の取引が行われたこと

を知った場合には、その都度、当該上場発

行者から、当該役員が未公表である当該株

券等の募集を行うことを知りながら行っ

た取引ではない旨、書面により確認するも

のとする。 

３ 会員は、上場発行者による第三者割当増

資等に係る株券等の買受けを行うに当た

り、上場発行者が指名を予定していた買受

人の交代が行われたことを知ったときは、

当該上場発行者に対して、当該第三者割当

増資等に係る上場発行者の業務執行を決

定する機関が決定する日（公表がなされる
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等を決定する日（公表がなされるものに限

る。）前６か月の間において、当該上場発

行者による株券等の第三者割当増資等を

行う計画が第１項の規定により取り止め

られたことがない旨、書面により確認する

ものとする。 

４ 会員は、第１項の規定により買受けを取

り止めることとした後、当該上場発行者の

役員が行った当該上場発行者が発行した

株券等の取引の日から、当該上場発行者が

新たに行おうとする第三者割当増資等に

係る上場発行者の業務執行を決定する機

関が当該第三者割当増資等を決定する日

（公表がなされるものに限る。）までの期

間が６か月を経過した後でなければ、当該

上場発行者の第三者割当増資等に係る株

券等の買受けを行ってはならないものと

する。 

 

第 ３ 章  反社会的勢力の排除 

 

（反社会的勢力排除のための契約内容） 

第 ７ 条の２ 会員は、発行者との間におい

て締結する第三者割当増資等に係る株券

等の買受けに関する契約（以下「買受契約」

という。）において、次の各号に掲げる事

項を定めなければならない。 

１ 発行者が反社会的勢力でない旨を確

約すること。 

２ 前号の確約が虚偽であると認められ

たときは、会員の申出により当該買受契

約が解除されること。 

３ 発行者が反社会的勢力に該当すると

認められたときは、会員の申出により当

該買受契約が解除されること。 

２ 前項の規定は、会員が第三者割当増資等

ものに限る。）前６か月の間において、当

該上場発行者による株券等の第三者割当

増資等を行う計画が第１項の規定により

取り止められたことがない旨、書面により

確認するものとする。 

 

４ 会員は、第１項の規定により買受けを取

り止めることとした後、当該上場発行者の

役員が行った当該上場発行者が発行した

株券等の取引の日から、当該上場発行者が

新たに行おうとする第三者割当増資等に

係る上場発行者の業務執行を決定する機

関が決定する日（公表がなされるものに限

る。）までの期間が６か月を経過した後で

なければ、当該上場発行者の第三者割当増

資等に係る株券等の買受けを行ってはな

らないものとする。 

 

 

（ 新  設 ） 

 

 

（ 新  設 ） 
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に係る株券等の会員以外の者による買受

けを斡旋する場合において締結する買受

けの斡旋に関する契約に準用する。このと

き、「発行者」とあるのは「発行者及び第

三者割当増資等に係る株券等の買受けを

しようとする者又はその一方（会員を除

く。）」と、「第三者割当増資等に係る株券

等の買受けに関する契約（以下「買受契約」

という。）」及び「買受契約」とあるのは「第

三者割当増資等に係る株券等の買受けの

斡旋に関する契約」とそれぞれ読み替え

るものとする。 

 

（反社会的勢力の有無の確認） 

第 ７ 条の３ 会員は、第三者割当増資等に

係る株券等の買受けを行うに当たっては、

発行者が反社会的勢力であるか否か又は

反社会的勢力と関係があるか否か確認し

なければならない。 

２ 会員は、発行者が反社会的勢力に該当す

ると認められたとき又は反社会的勢力と

関係があることが判明したときは、買受契

約を締結してはならない。 

３ 会員は、買受契約を締結した後に発行者

が反社会的勢力に該当すると認められた

ときは、当該買受契約に基づく買受けを行

ってはならない。 

４ 会員は、第三者割当増資等に係る株券等

の買受けを行った後に発行者が反社会的

勢力に該当すると認められたときは、速や

かに関係の解消に努めなければならない。

５ 第１項から第３項までの規定は、会員が

第三者割当増資等に係る株券等の会員以

外の者による買受けを斡旋する場合に準

用する。このとき、「買受け」とあるのは

「買受けの斡旋」と、「発行者」とあるの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新   設 ） 
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は「発行者及び第三者割当増資等に係る株

券等の買受けをしようとする者又はその

一方（会員を除く。）」と、「買受契約」と

あるのは「第三者割当増資等に係る株券等

の買受けの斡旋に関する契約」と、それぞ

れ読み替えるものとする。 

 

第 ４ 章  （ 現行どおり ） 

 

第 ５ 章  （ 現行どおり ） 

 

（みなしＭＳＣＢ等への適用） 

第 18 条 会員が上場発行者による第三者

割当増資等に係る株券等（ＭＳＣＢ等を除

く。この条において同じ。）の買受け又は

買受けの斡旋をするに当たり、当該第三者

割当増資等を行う上場発行者が発行する

有価証券に係る金商法第２条第20項に規

定するデリバティブ取引その他の取引が

当該株券等と密接不可分の関係であって、

かつ、当該株券等及び当該デリバティブ取

引その他の取引が一体として第２条第２

号柱書と同等の効果を有する場合には、当

該株券等及び当該デリバティブ取引その

他の取引を一体としてＭＳＣＢ等とみな

してこの規則の規定を適用する。 

 

２    （ 現行どおり ） 

 

 

 

 

 

 

 

第 ３ 章  （ 省   略 ） 

 

第 ４ 章  （ 省   略 ） 

 

（みなしＭＳＣＢ等への適用） 

第 18 条 会員が第三者割当増資等に係る

株券等（ＭＳＣＢ等を除く。この条におい

て同じ。）の買受け又は買受けの斡旋をす

るに当たり、当該第三者割当増資等を行う

上場発行者が発行する有価証券に係る金

商法第２条第20項に規定するデリバティ

ブ取引その他の取引が当該株券等と密接

不可分の関係であって、かつ、当該株券等

及び当該デリバティブ取引その他の取引

が一体として第２条第２号柱書と同等の

効果を有する場合には、当該株券等及び当

該デリバティブ取引その他の取引を一体

としてＭＳＣＢ等とみなしてこの規則の

規定を適用する。 

 

２    （ 省   略 ） 

 

付   則 

 

 この改正は、平成23年１月１日から施行す

る。 
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（定 義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

１ 

～     （現行どおり） 

９ 

10 反社会的勢力 

定款の施行に関する規則第 15 条に規定

する反社会的勢力をいう。 

 

（定 義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

１ 

～     （ 省 略 ） 

９ 

（ 新 設 ） 

 

（グリーンシート銘柄等の指定条件） 

第 ６ 条 取扱会員となろうとする会員（取扱

会員となろうとする会員が代表取扱会員とな

る予定の会員を定めた場合は、当該代表取扱

会員となる予定の会員。以下この項において

同じ。）がグリーンシート銘柄等として第９条

の届出を行おうとする有価証券は、次に掲げ

るすべての基準を満たしていなければならな

い。 

 １ 発行会社が株主名簿管理人（当該有価証

券が投資証券である場合は投資信託及び

投資法人に関する法律（以下「投信法」と

いう。）第166条第２項第８号に規定する投

資主名簿等管理人。以下この号及び第36

条第５項第８号において同じ。）に事務を

委託していること（当該株主名簿管理人か

ら受託する旨の内諾を得ている場合を含

む。）。 

２     （現行どおり） 

３ 本協会が第９条の指定を行う日までに、

発行会社が当該有価証券の譲渡につき制

限を行っていないこと。 

（グリーンシート銘柄等の指定条件） 

第 ６ 条 取扱会員となろうとする会員（取扱

会員となろうとする会員が代表取扱会員と

なる予定の会員を定めた場合は、当該代表取

扱会員となる予定の会員。以下この項におい

て同じ。）がグリーンシート銘柄等として第

９条の届出を行おうとする有価証券は、次に

掲げるすべての基準を満たしていなければ

ならない。 

１ 株主名簿管理人（当該有価証券が投資証

券である場合は投資信託及び投資法人に

関する法律（以下「投信法」という。）第

166条第２項第８号に規定する投資主名簿

等管理人。以下この号及び第36条第５項第

８号において同じ。）に事務を委託してい

ること（当該株主名簿管理人から受託する

旨の内諾を得ている場合を含む。）。 

 

２     （ 省 略 ） 

３ 本協会が第９条の指定を行う日までに、

当該有価証券の譲渡につき制限を行って

いないこと。 
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４ 発行会社が反社会的勢力でないこと及

び発行会社が反社会的勢力との関係を有

していないこと。 

２ 

～       （現行どおり） 

４ 

５ フェニックス銘柄として第９条の届出を

行おうとする店頭取扱有価証券の発行会社

については、以下の条件を満たしていなけれ

ばならない。 

１     （現行どおり） 

 ２ 反社会的勢力を排除する仕組みが構築

されていること。 

 ３     （現行どおり） 

 ４     （現行どおり） 

６      （現行どおり） 

 

（ 新 設 ） 

 

 

２ 

～      （ 省 略 ） 

４ 

５ フェニックス銘柄として第９条の届出を

行おうとする店頭取扱有価証券の発行会社

については、以下の条件を満たしていなけれ

ばならない。 

１    （ 省 略 ） 

（ 新 設 ） 

 

２    （ 省 略 ） 

３    （ 省 略 ） 

６     （ 省 略 ） 

（審 査） 

第 ７ 条 取扱会員となろうとする会員（取扱

会員となろうとする会員が代表取扱会員と

なる予定の会員を定めた場合は、当該代表取

扱会員となる予定の会員。以下この項におい

て同じ。）がエマージング、オーディナリー

又は投信・ＳＰＣに区分するグリーンシート

銘柄として第９条の届出を行おうとする有

価証券は、当該取扱会員となろうとする会員

があらかじめ当該銘柄及びその発行会社の

次の各号に掲げる事項について審査を行っ

たうえで、エマージング、オーディナリー又

は投信・ＳＰＣに区分するグリーンシート銘

柄として適当であると判断したものでなけ

ればならない。ただし、オーディナリーに区

分する場合は第５号及び第６号を、投信・Ｓ

ＰＣに区分する場合は第４号から第６号を、

それぞれ除く。 

 １     （現行どおり） 

（審 査） 

第 ７ 条 取扱会員となろうとする会員（取扱

会員となろうとする会員が代表取扱会員と

なる予定の会員を定めた場合は、当該代表取

扱会員となる予定の会員。以下この項におい

て同じ。）がエマージング、オーディナリー

又は投信・ＳＰＣに区分するグリーンシート

銘柄として第９条の届出を行おうとする有

価証券は、当該取扱会員となろうとする会員

があらかじめ当該銘柄及びその発行者の次

の各号に掲げる事項について審査を行った

うえで、エマージング、オーディナリー又は

投信・ＳＰＣに区分するグリーンシート銘柄

として適当であると判断したものでなけれ

ばならない。ただし、オーディナリーに区分

する場合は第４号及び第５号を、投信・ＳＰ

Ｃに区分する場合は第３号から第５号を、そ

れぞれ除く。 

１     （ 省 略 ） 
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 ２ 反社会的勢力を排除する仕組みが構築

されていること。 

 ３ 

～     （現行どおり） 

 ７ 

２  

～      （現行どおり） 

４  

 

 （ 新 設 ） 

 

２ 

～      （ 省 略 ） 

６ 

２  

～       （ 省 略 ） 

４  

（同意書等の徴求） 

第 ８ 条 取扱会員となろうとする会員（取扱

会員となろうとする会員が代表取扱会員と

なる予定の会員を定めた場合は、当該代表取

扱会員となる予定の会員。以下この条におい

て同じ。）は、次条の届出を行うに際しては、

会社情報の適時適切な開示及び本協会が行

う事情聴取等に積極的に協力する旨等を記

載した発行会社の同意書を添えなければな

らない。 

２ 取扱会員になろうとする会員は、発行会社

より反社会的勢力でない旨及び反社会的

勢力との関係を有していない旨所定の様

式により記載した書面にて確認し、その写

しを本協会に提出しなければならない。 

３      （現行どおり） 

 

（同意書等の徴求） 

第 ８ 条 取扱会員となろうとする会員（取扱

会員となろうとする会員が代表取扱会員と

なる予定の会員を定めた場合は、当該代表取

扱会員となる予定の会員。以下この条におい

て同じ。）は、次条の届出を行うに際しては、

会社情報の適時適切な開示及び本協会が行

う事情聴取等に積極的に協力する旨等を記

載した発行会社の同意書を添えなければな

らない。 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

２      （ 省 略 ） 

 

（エマージング区分についての確認） 

第 13 条 エマージングとして区分したグリ

ーンシート銘柄の取扱会員（取扱会員が代表

取扱会員を定めた場合は、当該代表取扱会

員。以下この条において同じ。）は、当該銘

柄をエマージングとして区分して指定又は

区分変更した日を含む事業年度の次の事業

年度の末日から４か月を経過する日までの

間に、別表に定める基準により判定した結果

を、所定の様式により、本協会に報告しなけ

（エマージング区分についての確認） 

第 13 条 エマージングとして区分したグリ

ーンシート銘柄の取扱会員（取扱会員が代表

取扱会員を定めた場合は、当該代表取扱会

員。以下この条において同じ。）は、当該銘

柄をエマージングとして区分して指定又は

区分変更した日を含む事業年度の次の事業

年度の末日から３か月を経過する日までの

間に、別表に定める基準により判定した結果

を、所定の様式により、本協会に報告しなけ
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ればならない。 

２     （現行どおり） 

３ 第１項の判定の結果、別表に定める基準を

満たした銘柄の取扱会員は、第１項で判定し

た事業年度の後２事業年度が経過するごと

に、その直前事業年度の売上高、営業利益又

は経常利益のいずれかにおいて、直前々事業

年度比で増加していること（以下「売上高等

の増加状況」という。）について確認すると

ともに、当該銘柄の事業の成長性の有無につ

いて審査（以下「審査等」という。）を行い、

当該審査等を行う対象の事業年度の末日か

ら４か月を経過する日までの間に、その結果

を、所定の様式により、本協会に報告しなけ

ればならない。 

 ただし、当該審査等にあたり、グリーンシー

ト銘柄の発行会社が決算期を変更した場合

の取扱いについては、次に掲げるとおりとす

る。 

１     （現行どおり） 

２     （現行どおり） 

４ 

～       （現行どおり） 

７ 

 

ればならない。 

２     （ 省 略 ） 

３ 第１項の判定の結果、別表に定める基準を

満たした銘柄の取扱会員は、第１項で判定し

た事業年度の後２事業年度が経過するごと

に、その直前事業年度の売上高、営業利益又

は経常利益のいずれかにおいて、直前々事業

年度比で増加していること（以下「売上高等

の増加状況」という。）について確認すると

ともに、当該銘柄の事業の成長性の有無につ

いて審査（以下「審査等」という。）を行い、

当該審査等を行う対象の事業年度の末日か

ら３か月を経過する日までの間に、その結果

を、所定の様式により、本協会に報告しなけ

ればならない。 

 ただし、当該審査等にあたり、グリーンシ

ート銘柄の発行会社が決算期を変更した場

合の取扱いについては、次に掲げるとおりと

する。 

１     （ 省 略 ） 

２     （ 省 略 ） 

４ 

～       （ 省 略 ） 

７ 

（会社内容説明書等の提出及び縦覧） 

第 15 条 グリーンシート銘柄等の取扱会員

（取扱会員が代表取扱会員を定めた場合は、

当該代表取扱会員。以下第２項から第７項に

おいて同じ。）は、当該グリーンシート銘柄

等の発行会社が決算期毎に作成する会社内

容説明書又は有価証券報告書を、当該決算期

終了後３か月以内に本協会に提出しなけれ

ばならない。ただし、やむを得ない理由によ

り当該期間内に提出できないものとして、有

価証券報告書については金商法第 24 条第 1

（会社内容説明書等の提出及び縦覧） 

第 15 条 グリーンシート銘柄等の取扱会員

（取扱会員が代表取扱会員を定めた場合は、

当該代表取扱会員。以下第２項及び第３項に

おいて同じ。）は、グリーンシート銘柄等の

発行会社が決算期毎に作成する会社内容説

明書又は有価証券報告書を、当該決算期終了

後３か月以内に本協会に提出しなければな

らない。 
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項本文に規定する内閣総理大臣等の承認を

受けた場合、会社内容説明書については本協

会の承認を受けた場合には、内閣総理大臣等

又は本協会の承認を受けた期間内にそれぞ

れ提出しなければならない。 

２ 取扱会員は、前項に規定する本協会の承認

を受けようとする場合には、次の各号に掲げ

る事項を記載した書面を本協会に提出しな

ければならない。 

１ 当該会社内容説明書の提出に関して当

該承認を受けようとする期間 

２ 当該会社内容説明書に係る事業年度終

了の日 

３ 当該会社内容説明書の提出に関して当

該承認を必要とする理由 

４ 第４項の規定による承認を受けた場合

及び前号に規定する理由について消滅又

は変更があった場合に直ちにその旨を多

数の者が知り得る状態に置くための方法 

３ 前項に規定する書面には、次の各号に掲げ

る書類を添付しなければならない。 

１ 定款又はこれに準ずるもの 

２ 前項第３号に規定する理由を証する書

面 

４ 本協会は、第２項の承認の申請があった場

合において、当該取扱会員がやむを得ない理

由により会社内容説明書をその事業年度経

過後３か月以内（当該事業年度に係る会社内

容説明書の提出に関して第１項の本協会に

よる承認を受けている場合には、当該承認を

受けた期間内）に提出できないと認めるとき

は、当該申請のあった日の属する事業年度

（その日が事業年度開始後３か月以内の日

である場合には、その直前事業年度）から当

該申請に係る第２項第３号に規定する理由

について消滅又は変更があることとなる日

 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 
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の属する事業年度の直前事業年度までの事

業年度に係る会社内容説明書について、承認

をするものとする。 

５ 前項の規定による承認に係る第２項第３

号に規定する理由について消滅又は変更が

あった場合には、本協会は、前項の規定によ

る承認に係る期間を変更し、又は当該承認を

将来に向かって取り消すことができる。 

６      （現行どおり） 

７      （現行どおり） 

８      （現行どおり） 

９      （現行どおり） 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

２      （ 省 略 ） 

３      （ 省 略 ） 

４      （ 省 略 ） 

５      （ 省 略 ） 

（会社情報の本協会への報告） 

第 16 条 グリーンシート銘柄等の取扱会員

（取扱会員が代表取扱会員を定めた場合は、

当該代表取扱会員。以下この項及び第３項か

ら第５項までにおいて同じ。）は、当該グリ

ーンシート銘柄等の発行会社が「グリーンシ

ート銘柄及びフェニックス銘柄の発行会社

等における会社情報等の本協会への報告に

関する細則」（以下「会社情報等報告細則」

という。）に定める事象に該当する場合には、

遅滞なく、本協会に報告しなければならな

い。なお、当該報告を当該発行会社が当該取

扱会員に代わって行うことを妨げない。 

２・３    （現行どおり） 

４ 前項の規定にかかわらず、グリーンシート

銘柄等の取扱会員又は発行会社は、本協会所

定の「会社情報の公開に関する通知書」及び

当該報告に係る資料（以下「公開通知書等」

という。）の本協会への提出をもって同項に

規定するＴＤｎｅｔによる報告資料の送信

に代えることができる。この場合において、

当該グリーンシート銘柄の発行会社が国内

の金融商品取引所（ＴＤｎｅｔが設置されて

（会社情報の本協会への報告） 

第 16 条 グリーンシート銘柄等の取扱会員

（取扱会員が代表取扱会員を定めた場合は、

当該代表取扱会員。以下この項及び第３項か

ら第５項までにおいて同じ。）は、当該グリ

ーンシート銘柄等の発行会社が「グリーンシ

ート銘柄及びフェニックス銘柄の発行会社

等における会社情報等の本協会への報告に

関する細則」（以下「会社情報等報告細則」

という。）に定める事象に該当する場合には、

遅滞なく、本協会に報告しなければならな

い。なお、当該報告を当該発行会社が当該取

扱会員に代わって行うことを妨げない。 

２・３    （ 省 略 ） 

４ 前項の規定にかかわらず、グリーンシート

銘柄等の取扱会員又は発行会社は、本協会所

定の「会社情報の公開に関する通知書」及び

当該報告に係る資料（以下「公開通知書等」

という。）の本協会への提出をもって同項に

規定するＴＤｎｅｔによる報告資料の送信

に代えることができる。この場合において、

当該グリーンシート銘柄の発行会社が国内

の金融商品取引所（ＴＤｎｅｔが設置されて
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いる金融商品取引所に限る。以下この条にお

いて同じ。）に上場されている有価証券の発

行会社であるときは、本協会が適当と認める

書類を当該金融商品取引所に提出するとと

もに、その写しを本協会に提出したときは、

本協会に対して公開通知書等の提出が行わ

れたものとみなす。 

５ 

～       （現行どおり） 

８ 

 

いる金融商品取引所に限る。以下この条にお

いて同じ。）に上場されている有価証券の発

行者であるときは、本協会が適当と認める書

類を当該金融商品取引所に提出するととも

に、その写しを本協会に提出したときは、本

協会に対して公開通知書等の提出が行われ

たものとみなす。 

５ 

～       （ 省 略 ） 

８ 

（本協会による照会等及びこれに対する対応）

第 17 条 本協会は、グリーンシート銘柄等の

発行会社の会社情報に関して必要があると

認める場合は、当該銘柄の取扱会員に対し、

照会、事情聴取又は資料の徴求（以下この条

及び第33条において「照会等」という。）を

行うことができる。 

２      （現行どおり） 

３      （現行どおり） 

４      （現行どおり） 

 

（本協会による照会等及びこれに対する対応）

第 17 条 本協会は、グリーンシート銘柄等の

発行会社の会社情報に関して必要があると

認める場合は、当該銘柄の取扱会員に対し、

照会、事情聴取又は資料の徴求（以下この条

及び第32条において「照会等」という。）を

行うことができる。 

２      （ 省 略 ） 

３      （ 省 略 ） 

４      （ 省 略 ） 

 

（第三者割当増資等に係る本協会への書面の

提出） 

第 18 条の２ グリーンシート銘柄等の取扱

会員（取扱会員が代表取扱会員を定めた場合

は、当該代表取扱会員。）は、当該グリーン

シート銘柄等の発行会社が第三者割当によ

る会社法第199条第1項に規定する募集株式

及び会社法第 238 条第１項に規定する募集

新株予約権の割当てを行う場合、発行会社よ

り、割当てを受ける者（グリーンシート銘柄

等の発行会社又は協会員を除く。）が反社会

的勢力でない旨及び反社会的勢力との関係

を有していない旨所定の様式により記載し

た書面にて確認し、その写しを本協会に提出

（ 新 設 ） 
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しなければならない。 

 

（売買審査） 

第 33 条 本協会は、次の各号に定めるグリー

ンシート銘柄等の売買について審査を行う

ものとする。 

１     （現行どおり） 

２ グリーンシート銘柄等の発行会社に係

る金商法第166条第１項に規定する業務等

に関する重要事実及びグリーンシート銘

柄等に係る金商法第167条第３項に規定す

る公開買付け等事実（以下「重要事実等」

という。）が公表された銘柄の売買等 

３     （現行どおり） 

２ 

～       （現行どおり） 

５ 

（売買審査） 

第 33 条 本協会は、次の各号に定めるグリー

ンシート銘柄等の売買について審査を行う

ものとする。 

１    （ 省 略 ） 

２ グリーンシート銘柄等の発行者に係る

金商法第166条第１項に規定する業務等に

関する重要事実及びグリーンシート銘柄

等に係る金商法第167条第３項に規定する

公開買付け等事実（以下「重要事実等」と

いう。）が公表された銘柄の売買等 

３    （ 省 略 ） 

２ 

～      （ 省 略 ） 

５ 

 

（取扱会員としての指定の取消し） 

第 36 条 取扱会員等としての指定の取消し

を希望する取扱会員等は、所定の様式によ

り、本協会に届け出なければならない。ただ

し、取扱会員が代表取扱会員を定めている場

合ですべての取扱会員が同時に当該指定の

取消しを希望するときは、それぞれの取扱会

員に代わって当該代表取扱会員が届出を行

うことができる。 

２ 

～       （現行どおり） 

４ 

５ グリーンシート銘柄等が次の各号のいず

れかに該当する場合は、本協会は、第１項の

届出によらずに、当該銘柄のすべての取扱会

員としての指定を取り消すことができる。 

１ 

～      （現行どおり） 

（取扱会員としての指定の取消し） 

第 36 条 取扱会員等としての指定の取消し

を希望する取扱会員等は、所定の様式によ

り、本協会に届け出なければならない。ただ

し、取扱会員が代表取扱会員を定めている場

合ですべての取扱会員が同時に当該指定の

取消しを希望するときは、それぞれの取扱会

員に代わって当該代表取扱会員が届出を行

うことができる。 

２ 

～      （ 省 略 ） 

４ 

５ グリーンシート銘柄等が次の各号のいず

れかに該当する場合は、本協会は、第１項の

届出によらずに、当該銘柄のすべての取扱会

員としての指定を取り消すことができる。 

１ 

～     （ 省 略 ） 
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４ 

５ 会社内容説明書等の提出遅延 

グリーンシート銘柄等の発行会社が第

15条第１項及び第６項に規定する期間の

経過後１か月以内に会社内容説明書等（臨

時報告書を除く。）を本協会に提出しなか

った場合又は有価証券報告書若しくは半

期報告書を金商法第24条第１項若しくは

第24条の５第１項に規定する期間の経過

後１か月以内に内閣総理大臣に提出しな

かった場合 

６ 

～      （現行どおり） 

12 

 13 グリーンシート銘柄等の発行会社が反

社会的勢力である事実、又は発行会社が反

社会的勢力と関係を有しているものとし

て次に掲げる関係を有している事実が判

明した場合 

イ 次の(1)から(3)までに掲げる者のい

ずれかが反社会的勢力である関係 

(1) グリーンシート銘柄等の発行会社

の親会社等（親会社又は財務諸表等

規則第８条第17項第４号に規定する

その他関係会社をいう。以下この号

において同じ。） 

(2) グリーンシート銘柄等の発行会社

の子会社 

(3) グリーンシート銘柄等の発行会社

の役員（取締役、会計参与（会計参

与が法人であるときはその職務を行

うべき社員を含む。）、監査役、執行

役（理事及び監事その他これらに準

ずるものを含む。）をいう。） 

ロ イのほか反社会的勢力がグリーンシ

ート銘柄等の発行会社の経営に関与し

４ 

５ 会社内容説明書等の提出遅延 

グリーンシート銘柄等の発行会社が第

15条第１項及び第２項に規定する期間の

経過後１か月以内に会社内容説明書等（臨

時報告書を除く。）を本協会に提出しなか

った場合又は有価証券報告書若しくは半

期報告書を金商法第24条第１項若しくは

第24条の５第１項に規定する期間の経過

後１か月以内に内閣総理大臣に提出しな

かった場合 

６     （ 省 略 ） 
～  

12 

（ 新 設 ） 
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ている関係 

 14 そ の 他 

 前各号のほか、公益又は投資者保護のた

め、本協会が当該銘柄のグリーンシート銘

柄等としての指定を取り消すことが適当

であると判断した場合 

６ 

～       （現行どおり） 

８ 

 

 

13 そ の 他 

 前各号のほか、公益又は投資者保護のた

め、本協会が当該銘柄のグリーンシート銘

柄等としての指定を取り消すことが適当

と認めた場合 

６ 

～       （ 省 略 ） 

８ 

 

（反社会的勢力の排除の仕組みに係る指導） 

第 43 条 グリーンシート銘柄等の取扱会員

（取扱会員が代表取扱会員を定めた場合は、

当該代表取扱会員。）は、当該グリーンシー

ト銘柄等の発行会社が定める反社会的勢力

を排除する仕組みについて、当該発行会社に

対し適切に指導しなければならない。 

 

 （ 新 設 ） 

 

付  則 

 この改正は、平成 22 年 11 月１日から施行す

る。 
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「グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄の発行会社等における会社情報等の本

協会への報告に関する細則」の一部改正について 

平成 22 年 10 月 19 日 

（ 下線部分変更） 

新 旧 

別 表 

Ⅰ．     （現行どおり） 

 

報告事象欄 軽微基準欄 

１ （現行どおり） 

２ 次に掲げる事実

が発生した場合 

⑴ 

～ （現行どおり） 

⒇ 

(21) 規則に定め

るところによ

り監査報告書

を添付した会

社内容説明書

を、本協会に対

して、規則に定

める期間内に

提出できる見

込みのないこ

と、当該期間内

に提出しなか

ったこと、当該

期間の最終日

から起算して

８日目（休業日

を除外する。）

の日までに提

出できる見込

みのないこと

及びこれらの

開示を行った

 

別  表 

Ⅰ．     （ 省 略 ） 

 

報告事象欄 軽微基準欄 

１ （ 省 略 ） 

２ 次に掲げる事実

が発生した場合 

⑴ 
～ （ 省 略 ）

⒇ 

(21) 規則に定める

ところにより

監査報告書を

添付した会社

内容説明書を、

本協会に対し

て、規則に定め

る期間内に提

出できる見込

みのないこと、

当該期間内に

提出しなかっ

たこと及び当

該期間の最終

日から起算し

て８日目（休業

日 を 除 外 す

る。）の日まで

に提出できる

見込みのない

こと並びにこ

れらの開示を
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新 旧 

後提出したこ

と並びに当該

期間の延長に

係る内閣総理

大臣等の承認

を受けたこと。 

(22) 

～ （現行どおり） 

(26) 

３ （現行どおり） 

４ 当該発行会社の

事業年度若しく

は中間会計期間

又は連結会計年

度若しくは中間

連結会計期間に

係る決算の内容

が定まった場合。

なお、事業年度に

係る決算の内容

を開示するとき、

当該発行会社の

コーポレート・ガ

バナンスに関す

る基本的な考え

方及びその施策

の実施状況（次の

⑴から⑷までに

掲げる事項をい

う。）について、

併せて開示しな

ければならない。 

⑴  

～ （現行どおり） 

⑶  

⑷ 当該発行会社

行った後提出

したこと。 

 

 

 

 

(22) 

～ （ 省 略 ）

(26) 

３ （ 省 略 ）

４ 当該発行会社の

事業年度若しくは

中間会計期間又は

連結会計年度若し

くは中間連結会計

期間に係る決算の

内容が定まった場

合。なお、事業年

度に係る決算の内

容を開示すると

き、当該発行会社

のコーポレート・

ガバナンスに関す

る基本的な考え方

及びその施策の実

施状況（次の⑴か

ら⑶までに掲げる

事項をいう。）につ

いて、併せて開示

しなければならな

い。 

 

⑴ 

～ ( 省 略 ) 

⑶  

  （ 新 設 ）
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新 旧 

の反社会的勢力

排除に向けた体

制整備に関する

内容 

５ 

～ （現行どおり） 

11  

 

 

 

 

５ 

～  （ 省 略 ）

11  

 

付  則 

 この改正は、平成 22 年 11 月１日から施行

する。 
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反社会的勢力排除に伴う「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正（案）に対する 

パブリック・コメントの結果について 

平成 22 年 10 月 19 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

 本協会では、反社会的勢力排除に伴う「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正（案）につ

いて、平成 22 年９月９日から９月 30 日までの間、パブリック・コメントの募集を行った。 

この間に寄せられた意見（19 件、５社・２団体）及び意見に対する考え方は、以下のとおりである。 

項番 該当条文 意 見 考 え 方 

有価証券の引受け等に関する規則 

1 全体 反社会的勢力との関係断絶を規則や契約

に盛り込むことに異論は無いが、証券業界

で「反社会的勢力」の定義に統一的な解釈

がなされていないと思われる。規則には定

義が書かれているが、第 8 号「その他前各

号に準ずる者」に該当するかは証券会社で

判断が異なっている可能性がある。また、

「反社会的勢力との関係の有無」について

も見解が分かれやすいと思われる。外国企

業など国外の反社調査方法が確立されてい

ない証券会社もあると思われ、業界内で調

査及び判定のレベルにバラツキがあると見

られる。 

協会で、ガイドラインや内規の形で判断

基準を明文化できれば良いが、できない場

合でも相談窓口を設けるなど、業界で見解

の統一をはかって欲しい。証券会社におけ

る見解の相違により、例えば某証券会社が

反社と関係ありと判断して主幹事を断って

も、主幹事を変更して上場するといったこ

ともあり得る。 

調査対象者が反社会的勢力に該当する、

又は関係を有するか否かの判断は、極端に

言えば人権にも関わる問題なので、実務的

な判断において証券会社ごとに差が出ない

ような方策が必要だと考える。 

貴重な御意見として承り、今後の参考と

させていただきたいと思います。 
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項番 該当条文 意 見 考 え 方 

2 全体 （意見）条件付き賛成 

（理由）改正案では、第 8条の 2「発行

者等が反社会的勢力でない旨を確約す

ること。」第 8条の 3「引受会員は、引

受審査において、発行者等が反社会的

勢力であるか否か又は反社会的勢力と

関係があるか否か確認しなければなら

ない。」としている。反社会的勢力でな

いことの立証責任やエビデンスの提出

を未だ情報検索能力やコスト負担力が

不十分な中小・ベンチャー企業に負わ

せるとすれば、本業以外に相当の負担

を求めることになる可能性がある。該

当者でないことの確認範囲とその確認

方法について過度の事務負担が生じな

いような運用上の具体的手当てを頂き

たい。 

例えば、「オーナー経営者とその親族

や役職員以外の外部株主としてファン

ドのＬＰなどの出資者も含むのか」「仕

入・販売先等の関係者も含めるのか」、

「反社会的勢力でないことの確認はど

う行うのか」その範囲と確認方法が曖

昧で最終的な判断が引受証券会社に委

ねられている部分があれば、当該証券

会社は極めて慎重な判断に傾く可能性

が高いことから、未上場中小・ベンチ

ャー企業の将来の上場と資金調達の間

口を狭めることにもつながりかねない

と考える。 

反社会的勢力の排除は、会員各社に

おいて、厳粛に対応することが必要で

あると考え、従来から運用で行われて

いた対応を今回の規則改正により明

文化したもので、当該規則改正の内容

をもって未上場中小・ベンチャー企業

の将来の上場と資金調達の間口を狭

めることに繋がり得るとは考えてお

りません。 

 

 

3 第８条の２ 反社会的勢力の排除の規定が「第８条の

２」から始まることに対しまして、聊か唐

突な印象を受けます。現状の「第８条」は、

「検査又は監査の実施」に関する規定であ

り、反社会的勢力の排除規定との関係も希

薄であると思われます。 

今回の改正においては、いわゆる「枝番

号」を用いて条を追加しておりますが、「枝

番号」は法令においても用いられているも

のであり、「枝番号」であるからといって

重要な条項ではないということには繋が

らないと考えられます。 
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項番 該当条文 意 見 考 え 方 

如何にも後から追加した規定であり、あ

まり重要な条項ではないとの印象を与えて

しまう虞があるのではないかと危惧いたし

ます。 

「反社会的勢力排除のための契約内容」

を第９条とし、それ以降の条文を順次繰延

べたほうが良いのではないでしょうか。 

 

 

4 第８条の２ サムライ債の発行体である海外金融機関

等からも「確約」を受け、「引受契約」への

項目の追加が必要となるものかお教え下さ

い。 

関連して、「定款の施行に関する規則」の

英訳の更新（特に反社会的勢力の定義（第

15 条）の英訳を海外の人にとってわかりや

すく）を早々に宜しくお願いいたします。

海外の発行体であるということだけを

もって「確約」が必要ないとは考えており

ません。 

なお、「定款の施行に関する規則」の英

訳の更新の要望につきましては、今後対応

させていただきます。 

 

5 第８条の２

第１号 

元引受契約において、発行者又は売出人

が自己が反社的勢力でない旨をそれぞれ引

受会員に対して確約することという意味と

解されますが、そうであれば、「発行者等が

自己が反社会的勢力でない旨を引受会員に

対して確約すること」という文言の方がよ

いのではないでしょうか。 

本規定の趣旨は御指摘のとおりではご

ざいますが、本協会の自主規制規則は、

協会員を拘束するものでありますので、

現行案のとおりとさせていただきます。 

 

6 第８条の２ 元引受契約において発行者及び売出人か

ら確約を受ける必要がある事項は、①発行

者又は売出人が反社会的勢力でない、とい

うことまでであって、②発行者又は売出人

の役員・従業員が反社会的勢力でないとい

うことまで、また、③発行者又は売出人並

びに発行者又は売出人の役員・従業員が反

社会的勢力と関係を有さない、ということ

までは含まれていない（役員が暴力団員で

暴力団員が経営に関与しているということ

で結果として発行者等自身が反社会的勢力

（暴力団関係企業）に該当するということ

で①に該当することはあっても）という理

解でよいことを確認させてください。 

貴見のとおりと考えられます。 
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項番 該当条文 意 見 考 え 方 

 また、以上のことは、第三者割当増資等

の取扱いに関する規則の改正案７条の２に

おいても同様であることも確認させてくだ

さい。 

7 第８条の２ 

各号 

第８条の３

第２号 

第８条の３ 

第３号 

文案は発行者等が反社会的勢力に該当し

た場合についてのみ書かれており、関係を

有すると判明した場合には言及していない

が、その意図は何か。次項第 8 条の３第２

号の文案では、発行者等が反社会的勢力と

関係あることが判明した場合に引受契約を

締結してはいけない、とあり、整合性を考

えると、第８条の２各号においても、反社

会的勢力との関係性に言及すべきではない

かと考える。 

文面どおりに解釈すると、元引受契約を

締結後は、発行者等が反社会的勢力に「該

当」しなければ、反社会的勢力と「関係を

有する」と判明した場合でも、契約を履行

できるように読める。同条第 2 号と同様、

契約締結前であれ後であれ、発行者等と反

社会的勢力との関係性が認められた場合に

は、増資等の払込前であれば契約を解除で

きるような内容とした方が、反社会的勢力

を排除する趣旨に合っているように思う。

本改正案では発行者等が反社会的勢力に

「該当」する場合と、「関係を有する」場合

を使い分けているが、使い分けるのであれ

ば反社会的勢力と同様に「関係」の内容を

ある程度定義するべきではないかと考え

る。 

第８条の２の規定は、平成 22 年７月１

日施行の「反社会的勢力との関係遮断に関

する規則」において、新規に口座を開設し

ようとする顧客について反社会的勢力で

ない旨の確約の表明、 反社会的勢力を排

除するための契約の締結が義務付けられ

たことを受け、引受時においても同様の規

定を設けたものです。 

他方、第８条の３の規定は、従前より、

第 16 条第２項等において、引受時の審査

項目として反社会的勢力との関係の有無

を規定をしていたことからそれに紐付け

ものとして、幅広に規定しているもので

す。なお、反社会的勢力との関係の有無に

ついては、個別事例毎に実態に即して実質

的に判断されるべきものと考えられます。

8 第８条の３ 条文には「引受審査において」とあるが、

独立した引受審査部門による審査が必要な

項目ではないと考えるがその理解でよい

か。 

従前より引受部門による反社チェックが

行われているが、本件後も同様の対応で問

第 12 条第１項において、「引受審査部門

において、第 16 条から第 19 条までに規定

する引受審査項目について厳正に引受審

査を行わなければならない。」と規定され

ていることから、引受審査部門による審査

が必要であると考えられます。 
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項番 該当条文 意 見 考 え 方 

題ないと考える。 もっとも、個別具体的な調査を反社会的

勢力への対応を専門とする部署等により

行うことは可能と考えます。 

9 第８条の 3 

第１項 

意見：「引受会員は、引受審査において、

～確認しなければならない」→「引受会

員は、引受を行う場合には、～確認しな

ければならない」とすべきではないか。 

理由：発行会社が反社であることの当否

は、引受審査の段階でやるのは遅く、普

段の営業活動を初め、引受活動の段階で

既に実施されているべきものだから。 

本規定は、第 12 条第１項等に規定する

引受審査において、引受審査部門による反

社会的勢力に関する確認が必要であるこ

とを明らかにする趣旨で「引受審査におい

て」と明示しているものです。 

したがって、普段の営業活動を始め、

引受活動の段階において、確認いただく

ことを否定するものではありません。 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条の３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「引受審査において、発行者等が反社

会的勢力であるか否か又は反社会的勢力

と関係があるか否か確認しなければなら

ない」とありますが、審査過程の中で発

行体にその旨問いかけることまで義務づ

けているものではないことを確認させて

ください。 

② ①の確認は、「反社会的勢力との関係遮

断に関する規則」第 7 条第 1 項、第 2 項

への対応で取られている社内データベー

スとの照合等による対応が一義的には想

定されており、上場企業による公募増資、

公募社債の発行においては、（調査対象範

囲は別にして）特別な手続きを求めるも

のではないことを確認させてください。

③ 上場企業による公募増資、もしくは公

募社債の引受に当たって、調査対象に必

ず含めるべきとされる発行体関係者があ

れば、それぞれにつきその範囲をお教え

下さい。 

④ 「反社会的勢力と関係がある」とは、

会社もしくはその主要な経営陣が意図し

て反社会的勢力と関係を構築している状

態、もしくはその経営を反社会的勢力に

実態的に支配されている状態をいうもの

① 個別事例毎に実態に即して実質的に

判断されるべきものと考えられます。 

② 御質問の趣旨が必ずしも明らかでは

ありませんが、上場企業による公募増

資、公募社債の発行においても審査を行

っていただく必要はあると考えます。な

お、社内データベースとの照合等による

対応をもって審査とすることも考えら

れます。 

③ 個別事例毎に実態に即して実質的に

判断されるべきものと考えられますが、

調査対象とする範囲としては、金融商品

取引所においては、新規上場にあた

り、上場会社は当該法人のみならず親

子等の関係にある会社及び当該法人

の役員まで反社会的勢力と関係がな

いことを表明確約することが求めら

れていることが参考になると考えら

れます。また、引受先企業の主な取引

先や主要株主なども調査対象になり

うるものと考えられます。 

④ 反社会的勢力と関係があるか否かに

ついては、③で示した考え方を踏まえ、

引受会員において、具体的状況、実質的

状況等に応じて判断いただくものと考
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項番 該当条文 意 見 考 え 方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、取引を行っていたら後に反社会的勢

力であることが発覚し取引関係の解消を

図っているといった状況は「反社会的勢

力と関係がある」に該当しない等、関係

の有無は反社会的勢力との取引の有無等

で一律、形式的に決せられるのではなく、

その判断は具体的状況、実質的状況に応

じ、引受会員が合理的な裁量の範囲で行

うものであることを確認させてくださ

い。 

えます。 

 

11 第 18 条 社債券（特に発行登録に基づく社債券の

発行）は同一発行体による頻繁な起債がな

されるのが通常であるが、個別起債の都度

反社会的勢力との関係有無に係る確認を要

するのか。 

実務対応上、困難かつ無意味であると考

える。運用については個々の会社による個

別判断に委ねる体制として頂きたい。 

現行の引受審査に関しても、発行登録の

場合については、発行登録書が提出された

時点で一旦規則上定める審査を行い、その

後四半期報告書等が開示される都度、当該

開示に関する内容を審査していたことか

らも、そうした実務に照らし、各引受会員

による個別判断により、適切に対応いただ

くことで差し支えないと考えます。 

12 第 18 条 発行体が海外である案件（特にソブリン）

についても反社会的勢力との関係有無に係

る確認が必要か。その際、どのような方法

による確認であれば十分だと理解すればよ

いか。 

実務対応上、困難かつ無意味であると考

える。運用については個々の会社による個

別判断に委ねる体制として頂きたい。 

 

第２条第２号において、社債券は、「金

商法第２条第１項第５号に掲げる有価証

券（新株予約権付社債券を除き、外国法人

の発行する証券又は証書で社債券の性質

を有するものを含む。）」と規定しているこ

とから、所謂「ソブリン債」は含まれてお

りません。 

なお、海外の発行体である場合において

も、引受会員において適切に反社会的勢力

との関係有無について確認いただく必要

があると考えます。 

13 第 37 条 

第２項 

「適切な審査」には、「適格性」の審査が

含まれるものではないことを確認させてく

ださい。 

 

御質問の趣旨が必ずしも明らかではあ

りませんが、第 37 条第２項においては、

「この規則の趣旨に基づく適切な審査が

行われるよう要請を行うか、又は必要に応

じて当該会員が代行して適切な審査を行

うものとする。」と規定していることから、

本規則の趣旨を踏まえた対応が求められ
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ることになるものと考えます。 

「有価証券の引受け等に関する規則」に関する細則 

1 全般 各所において、「反社会的勢力への該当

性」が追加された趣旨をお教え下さい。 

今回の改正において、「有価証券の引受

け等に関する規則」に第８条の３を新設

し、「引受会員は、引受審査において、発

行者等が反社会的勢力であるか否か又は

反社会的勢力と関係があるか否か確認し

なければならない」と規定することに伴

い、審査項目に当該規定を追加したもので

す。 

2 第９条 意見：「ハ 反社会的勢力への該当性、反社

会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力

との関係排除への仕組みの有無」 

→「ハ 反社会的勢力への該当性、反社会

的勢力との関係の有無及び反社会的勢力と

の関係排除への仕組みとその運用状況」と

すべきではないか。 

理由：元々の規則では「仕組み」だったの

をあえて「仕組みの有無」にすると、有る

か無いかだけの審査になりかねない。 

重要なのは、 

・ 排除のための実効性のある仕組みが構

築されているか 

・ その仕組みがきちんと運用されている

か 

であり、運用期間を審査において確保する

根拠ともなりうるため。 

御意見を踏まえ、規定を修正いたしま

す。 

3 第 11 条 

第１号 

「社債券の引受け審査項目の一つに、「適

格性」として、発行者等が反社会的勢力で

あるか否か又は反社会的勢力との関係があ

るか否か確認する旨、引受審査項目として

追加する。」 

① 発行者は当然とし、「等」に何が含まれ

ているか。 

  これまでも、IPO に際して、取締役、株

主、取引先に反社会的勢力がかかわって

① 「発行者等」とは、「有価証券の引受

け等に関する規則」第８条の２におい

て、明確にその範囲を規定しておりま

す。 

② 御質問の趣旨が必ずしも明らかでは

ありませんが、規則第８条の３は、会員

が国内において行う引受けに関し適用

されるものであり、海外発行に関する取

扱いについては、規則第 37 条の規定が
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いないかの調査・報告を提出していまし

た。反社会的勢力が潜在化している現在、

どこまでこれを把握し、どの範囲まで調

査が必要なのか明確にしないと、制度と

して形式化してしまいます。発行者に、

反社会的勢力でない旨の担保書類の提出

が要求されるでしょうが、どこで、どの

ように調査すればよいか、発行者に過大

な負担にならないようにすべきです。 

② 発行者等には、海外取引がどの程度含

まれるのか。 

 海外証券市場は、外国発行者の誘致を

行っています。逆に、国内市場は、J－SOX

の適用が障害になっているとも聞きま

す。このような現状で、発行者のあらゆ

る活動に海外取引が拡大している現在、

海外の反社会的勢力の調査方法など、ど

こまで可能でしょうか。少なくとも、国

内発行者に対して、海外取引との関係を

限定的にする必要があります。 

適用されます。 

 

第三者割当増資等の取扱いに関する規則 

１ 第７条の３ ③ 「・・・第三者割当増資等の買受時・・」

に関し、 

 第三者割当増資等の「等」についても、

上記（「有価証券の引受け等に関する規則」

に関する細則への意見項番３）①②と同一

のことが言えます。 

 第三者割当増資は、発行者の資金調達の

一方法ですが、金融商品には多様な組み合

わせや資金調達方法があります。「等」を明

確にしないと、あらゆる資金調達にされる

と、成長資金をすべて海外で調達するよう

になる可能性があります。 

 「第三者割当増資等」とは、第２条第１

号において、明確にその範囲を規定してお

ります。 

2 第７条の３ 

第４項 

株券等の買受けを行った後に発行者が反

社会的勢力に該当すると認められたとき

は、速やかに関係の解消に努めなければな

「関係の解消」の方法については、個別

案件毎に判断されるものと考えます。 

例えば、発行体に対し、買取請求を行う
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らない、とありますが、「関係の解消」の

ための努力とは具体的にどのような状態を

いうのでしょうか。買受けした証券を速や

かに売却処分するようにしろ、ということ

でしょうか。しかし、売却自体は売却値段

について経済的合理性を無視すれば可能で

はあるかもしれないですが、そのような反

社会的勢力に該当すると認められる発行者

の株券等を、その事実を知らない相手方や

市場において（その事実を秘したまま）売

却することが適切な行為であるかははなは

だ疑問があります。一方で、そのような公

表あるいは開示を証券会社がすることは事

実上困難でしょうし、仮にしたとすると、

逆に売却処分の妨げになると考えられま

す。従って、「関係の解消」の努力には、

買受けをした証券等の速やかな処分・売却

等（買受けした証券が転換社債であれば株

式に転換して売却することも含む）の努力

は含まれないことを確認させてください。

もし、関係の解消に買受けした証券の速や

かな売却処分の努力が含まれるならば、発

行者が反社会的勢力であることを秘して

（積極的には公表・開示しないで）売却処

分したとしても不当でない旨を確認させて

ください。 

ことも方法の一つとして考えられます。 

 

グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄の発行会社等における会社情報等の本協会への報告に関する細則 

1 別表Ⅰ．４．

（４） 

「発行会社の反社会的勢力排除に向けた

体制整備」と「内部統制 J-SOX」との関係に

ついて 

 体制整備は当然ですが、この専門家を置

き常に調査をしていても、不明のことが多

いのは確かです。内部統制の一環で、すで

に既存の発行者は、この体制については公

表しています。これ以上のものを求めるに

は、内部統制組織に関する報告書との整合

御質問の趣旨が必ずしも明らかではあ

りませんが、反社会的勢力排除に向けた体

制整備の内容については、取扱会員による

適切な指導のもと、各発行会社の状況を踏

まえながら、適宜対応いただくことになる

ことから、御意見のような過度の規制とな

るとは考えておりません。 
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性を整理し、発行者の負担を軽減する必要

があります。屋上屋の規制が多くなり、発

行者に対して過度の規制がかかってしまう

と見られる状況です。何が最も重要を明確

にしないまま、この改正が、追加的、パッ

チワーク的規制になるのであれば、反対せ

ざるをえません。 

 

以 上 
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